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１　特別児童扶養手当を受けることができる方１　特別児童扶養手当を受けることができる方

２　手当を受ける手続

①手当を受ける方又は対象児童が日本国内に住んでいないとき

②対象となる児童が児童福祉施設等に入所（母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く）

　しているとき

③対象となる児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

《手当を受けることができない場合》

　手当を受けるには、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課の窓

口で請求の手続をしてください（請求者（父、母のうち家計の中心である人、又は養育者）

によって必要書類が異なりますので事前に窓口でお問い合わせください。）。

〇特別児童扶養手当認定請求書

〇専用の診断書（障害の区分ごとに異なります。）

※ 診断書を作成する医療機関・医師について特に指定はありません。

※ 療育手帳（Ａ判定のみ）、身体障害者手帳（一部の等級のみ）をお持ちの場合、

   診断書が省略できる場合があります。

〇特別児童扶養手当振込先口座申出書

〇その他必要書類（別居監護の証明願、控除対象扶養親族に関する申出書など） 

１　特別児童扶養手当を受けることができる方１　特別児童扶養手当を受けることができる方

２　手当を受ける手続
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３　所得制限

 所得額  ＝  年間収入金額  －  必要経費　－　80,000 円　－　諸控除
                （給与所得控除額等）  （社会保険料相当・一律）　（諸控除一覧参照）

３　所得制限

3

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、

長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除



５　支給日

４　手当額

６　手当を受けている方の届出

５　支給日

４　手当額

６　手当を受けている方の届出等　
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　手当は、請求された月の翌月分から支給され、年３回に分けて、支払月の前月までの

分が金融機関の口座に振り込まれます。



７　その他の手当（障害児福祉手当）

〇対象…精神又は身体に重度の障害（P.6 参考参照）を有するため、日常生活において常時の

介護を必要とする状態にある在宅の 20 歳未満の方に支給されます。

〇支給月額…16,100 円（令和７年 4 月 1 日時点）

〇支払時期…毎年 2 月、5 月、8 月、11 月に、それぞれの前月分までが支給されます。

〇所得制限…受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である

　　場合、手当は支給されません。

〇支給手続…お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課（京北地域は京北

　　出張所保健福祉第一担当）へお問合せください。

７　その他の手当（障害児福祉手当）

〇対    象…精神又は身体に重度の障害（P.6 参考参照）を有するため、日常生活において常時の

　　介護を必要とする状態にある在宅の 20 歳未満の方に支給されます。

〇支給月額…16,100 円（令和７年 4 月 1 日時点）

〇支払時期…毎年 2 月、5 月、8 月、11 月に、それぞれの前月分までが支給されます。

〇所得制限…受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である

　　場合、手当は支給されません。

〇支給手続…お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課（京北地域は京北

　　出張所保健福祉第一担当）へお問合せください。
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　特別児童扶養手当の支給を受けていることの証明が必要な場合は、申

請が必要です。

※支給停止の方は証明を受けることができません。



〇対　　象　国民年金に加入している間に病気やケガをして一定の障害が残った方、20 歳になる

　　　　　　までに病気やケガをして一定の障害が残った方が受けられます。

〇支給手続　お住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当（京北地域は京北出張

　　　　　　所保健福祉第一担当）へお問合せください。

８　20歳になったあとの手当（障害基礎年金）

９　お問い合わせ先（各区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課）
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１　両眼の視力がそれぞれ０．０２以下のもの

２　両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

３　両上肢の機能に著しい障害を有するもの

４　両上肢のすべての指を欠くもの

５　両下肢の用を全く廃したもの

６　両大腿を２分の１以上失ったもの

７　体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

８　1～ 7に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 1～ 7と同程度以上と認め

られる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

９　精神の障害であって、1～ 8 と同程度以上と認められる程度のもの

10　身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が 1～ 9と同程度以上と認められ

る程度のもの

参考

※　特別児童扶養手当と対象者が異なります。特別児童扶養手当１級になる場合でも、

　障害児福祉手当の対象とならない場合があります。






